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令和５年度第２０回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和６年１月２５日 

                    担当部・課：教育委員会学校教育課〔内線５０２８〕 

① 件  名 

奨学金貸付金に係る口座振替による償還について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  本市出身の優秀な生徒及び学生であって能力があるにも関わらず経済的理由により修学困難な

者に対し、有能な人材を育成することを目的に、修学資金を貸し付けている。 

貸付金の償還については、納入通知書や学校教育課窓口での支払いのほか、ゆうちょ銀行口座

からの口座振替を行っているが、ゆうちょ銀行以外の金融機関からの口座振替は実施していない。 

 

【目的】 

 現在、ゆうちょ銀行のみから実施している口座振替による償還を、指定金融機関及び収納代理

金融機関（以下「取扱金融機関」という。）においても実施できるようにし、奨学生の償還に係る

利便性と奨学金貸付金の償還率の向上を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 石巻市奨学金貸与条例（平成１７年条例第９４号） 

 石巻市奨学金貸与条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第２３号） 

 石巻市市税等口座振替実施要綱（平成１７年告示第１１号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

  第５章 豊かな心を育みいのちを未来につなぐまち 

   第２節 社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実 

    ３ 有能な人材を育成支援する 

 

  第２期石巻市教育振興基本計画 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２３年度   ゆうちょ銀行口座からの口座振替の実施（振替データはフロッピーディスク

により郵便局に送付） 

平成２８年度   振替データのゆうちょ銀行への送付方法の変更（ＤＶＤにより送付） 

令和５年度    振替データのゆうちょ銀行への送付方法の変更（データ送信により送付） 

令和５年１２月  教育委員会第１２回定例会において、奨学金貸付金に係る口座振替による償

還について報告 

⑤ 主な内容 

 改正後 現行 

実施根拠 石巻市市税等口座振替実施要綱 市とゆうちょ銀行の個別契約 

申込手続き 

・取扱金融機関窓口に市様式の口座振

替申込書を提出する。 

・郵便局窓口にゆうちょ銀行の様式を

提出する。 

・金融機関より口座振替申込書が市に

送付される。 

・ゆうちょ銀行より口座振替受付通知

書が市に送付される。 

・取扱金機関から市に送付される口座

振替申込書により、口座振替を実施

する。 

・ゆうちょ銀行から市に送付される口

座振替受付通知書により、口座振替

を実施する。 

手数料 市が負担 奨学生が負担（１件あたり１０円） 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

・奨学金貸付金の口座振替による償還が可能な金融機関が増加することにより、奨学生の償還に

係る手続きの利便性が向上する。 

 ・奨学金の償還に係る利便性が向上することから、償還率の向上が期待できる。 

 

【市財政への負担】 

 ・市が取扱金融機関に支払う口座振替手数料 

手数料 取扱金融機関 

無料 
七十七銀行、仙台銀行、いしのまき農業協同組合、東北労働金庫、 

石巻商工信用組合、宮城県漁業協同組合、ゆうちょ銀行 

１件当たり３．３円 石巻信用金庫、北日本銀行、東北銀行、岩手銀行 

１件あたり５．５円 荘内銀行 

 

 ・口座振替による償還件数（見込み） １００件 

   手数料の支払いが必要な金融機関の利用者は３０件と見込む。 

    ３０件×１２月×３．３円（または５．５円）＝１，１８８円～１，９８０円 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【奨学金貸付金の償還方法】 

東松島市：会計課窓口払い、納付書払い（金融機関） 

女川町：会計課窓口払い、納付書払い（金融機関）、口座振替（七十七銀行ほか町内金融機関） 

登米市：納付書払い（コンビニ、金融機関）、口座振替（みやぎ登米農協ほか市内金融機関） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和６年２月 石巻市市税等口座振替実施要綱の一部改正 

       （施行予定年月日：令和６年４月１日） 

     ４月 取扱金融機関において、口座振替の申込受付開始 

⑨ その他 

 

 


